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必要書類提出のお願い

【提出の目的】

輸出に伴う消費税の還付申請の際に必要な書類となります。 

【対象となる方】

 課税事業者であり、輸出におけるいわゆる「消費税の還付」を受ける予定の方 予定がな
い方は提出の必要はございません。 

【提出時期】 

毎シップメントごとにご提出ください。 会員様の還付申請より前に頂く必要がございます。

※会員様主導の書類となります。提出忘れにお気を付け下さい。還付等が受けられなくなる場合もございます。

※また、ご提出はグループチャットにて黒船物流  カスタマーサポート宛にお願いいたします。



フォームのダウンロードはこちら

• 消費税輸出免税不適用連絡一覧表のダウンロードをお願いします。 

【消費税輸出免税不適用連絡一覧表】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/img/ichiran.gif 

【参考URL】輸出取引に係る輸出免税の適用者 
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/01.htm



通常の輸出取引

会員様が直接、海外に輸出をされる場合には

 特に問題がありません。

会員様 海外



黒船をご利用の会員様

間に黒船が入っているため、実際の輸出者は会員様ですが

 形式的な輸出者は黒船となります。 

そのため、消費税の還付を受け取るためには黒船の名義を使っているだけで、

 実際の輸出者は会員様であると申し立てる必要があります。

会員様 黒船 海外



記入方法 書類提出日

株式会社黒船物流

代表取締役　池末浩三

〒340-0022
埼玉県草加市瀬崎5-5-21
048-954-5484

名前、住所、電話番号

（法人の場合、会社名、代表者名）

取引責任者の捺印

輸出許可証の情報をもとに

記載してください

（次ページ参照）




